
54 

 

第 5章 施策の展開 

 

廃棄物処理に関する課題を解決し、この計画を着実に推進していくため、廃棄物の処理やリサイ

クルに関する関連法令※に従って、官民協働により、一般廃棄物及び産業廃棄物に係る様々な施策

を推進し、環境への負荷の少ない循環型社会の形成を目指します。 

 

※本計画の根拠となる廃棄物・リサイクル関係法令 

○環境基本法（平成 5年 11月施行） 

環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすると

ともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めた法律 

○循環型社会形成推進基本法（平成 13年 1月施行） 

循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、市町村、政府の役割が規定された法律 

処理の優先順位を①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分と定めている。 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法 昭和 45年 9月施行） 

廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などを定

めた法律 

○資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法 平成 13年 4月施行） 

循環型社会を形成していくために必要な 3Rの取組みを総合的に推進するための法律 

特に事業者による 3Rの取組みが必要となる業種や製品の指定、事業者が自主的に取り組むべき内容を規定し

ている。 

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法 平成 12年 4月施行） 

家庭から排出される容器包装廃棄物を資源として有効利用することによりごみの減量化を図るため、消費者、

市町村、事業者それぞれに役割を担うことを定めた法律 

○特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法 平成 13年 4月施行） 

一般家庭や事業所から排出された家電製品（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）から有用な部品

や材料をリサイクルし、最終処分量の削減と資源の有効利用を促進するための法律 

○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（食品リサイクル法 平成 13年 5月施行） 

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と再

生利用を目的とし、食品関連事業者などの取組むべき事項を定めた法律 

○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法 平成 14年 5月施行） 

建設解体業者による分別解体及びリサイクル、工事の発注者や元請企業などの手続を定めた法律 

○使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法 平成 17年 1月施行） 

所有者、引取業者、解体事業者等がそれぞれ責任をもち、自動車の解体時に発生するシュレッダーダスト、

フロン類、エアバッグ類の処理に適切に対応することを定めた法律 

○使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（小型家電リサイクル法 平成 25年 4月施行） 

デジタルカメラ、携帯電話、パーソナルコンピュータやゲーム機等の使用済小型電子機器等の再資源化を促

進するため、主務大臣による基本方針の策定や再資源化事業に関する規定を定めた法律 
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一般廃棄物処理における施策の基本方針と内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

廃棄物の排出抑制 

 

A.製造・販売時からの廃棄物発生抑制 

C.県・市町村の率先活動 

D.事業系ごみの排出量削減 

 

○環境配慮設計による材料を無駄にしない設計や製造方法の検討、廃棄時の分別のしやすさやリサイクル性の向上を推奨 
○過剰包装の見直し、簡易包装や有料化等の削減対策を推奨 

○リユース製品の拡大を推奨 
○フードバンク等食品産業における食品ロス低減の取組みを推奨 

○購入時の過剰包装の辞退やエコバッグの普及啓発  
○量り売り可能な商品の購入の促進 
○繰り返し使用できる製品の使用を推奨 

○無駄のない消費活動を推奨 

 

○事業者の自主的な減量化、資源化を推奨 

○県の公共施設からのごみの排出を抑制 
○市町村の循環利用に対する取組みを支援 
○地域のごみ問題に取り組む団体や NPOの活動を支援 

循環利用の推進 

E.グリーン購入・グリーン調達の促進 

○循環資源を利用して製造された製品、環境配慮型事業所、エコショップ認定の拡大 

○制度の普及促進と PRの推進 
F.高知県リサイクル製品等認定制度の普及 

○「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境への負荷の少ない製品の購入・調達 
○市町村、県、事業者によるグリーン購入を促進 

○「容器包装リサイクル法」に基づく市町村の分別収集と適正処理の推進を支援 
○小型家電リサイクル法に基づく市町村による回収体制の構築と住民への普及・啓発を支援 

G.各種リサイクル法に基づく取組み 

K.処理施設の促進 ○マテリアルリサイクル、サーマルリサイクル施設の整備に関する技術的助言 

L.処理施設更新に係る長寿命化の推進 ○ストックマネジメントによる長寿命化・既存施設の有効利用、強靭化を支援 

○施設の集約・広域化に対する技術的助言 

M.温室効果ガスの排出抑制 ○既存施設の改修時の省エネルギー化、温室効果ガス排出抑制を指導 

廃棄物の適正処理の推進 

I.不法投棄等不適正処理対策 

J.処理施設のダイオキシン類対策 

H.し尿処理における資源回収 

○市町村の不法投棄や散乱ごみの防止対策を支援 
○不法投棄等の情報の提供と市町村による支障除去の指導と支援 

○福祉保険事務所を拠点とした地域の監視パトロール、緊急撤去 
○環境美化月間等を通じた官民連携による清掃活動の実施 

○し尿処理におけるメタンガス、リンの回収を促進 

○処理状況の把握とダイオキシン類対策への助言・指導を継続 

環境に対する意識の醸成 

適切な廃棄物処理体制 

の確保 

N.環境教育・環境学習の推進 

○一般廃棄物に関する排出量、処理・処分状況等の情報の把握と県民への公開 
○ごみ焼却施設の維持管理データの積極的な公開を促進 

O.情報公開の推進 

P.排出抑制、再生利用に対するインセンティブ 
の創出 

○市町村等における優れた取組みの紹介 

2.適正処理の推進 

(1)ごみの適正処理の推進 

(2)し尿等の適正処理の推進 

(3)不適正処理の防止 

R.市町村の災害廃棄物処理体制の構築 

Q.高知県災害廃棄物処理計画のバージョンアップ 

○「ひながた、手引き、マニュアル」の活用や啓発講演会の開催、個別訪問等による市町村計画の策定支援 

 

○「高知県災害廃棄物処理計画」のブラッシュアップによる実効性の向上 
○国の行動指針や最新の知見の反映 

基 本 方 針 施策の内容 一般廃棄物処理の課題 

B.2Rを意識したライフスタイルの確立 

災害廃棄物処理体制 

の構築 

4.災害廃棄物処理体制の構築 

○県民や事業者による環境教育・環境学習の取組みを支援 
○学校教育における啓発資料の収集・提供 
○住民団体による環境学習活動を支援 

S.官民による協働体制の構築 

T.処理施設の地震・津波対策 ○処理施設の BCP（事業継続計画）の策定を促進 

○処理施設の耐震化と南海トラフ巨大地震を考慮した処理能力の確保を促進 

○事業者団体等との協力協定の締結 

U.広域処理体制の構築 ○県内・外における広域処理の仕組みづくりに関する調整・支援 

1.3Rの推進 

(1)ごみの 2Rの推進 

(2)リサイクルの推進 

3.意識改革の推進 

V.人材育成 ○廃棄物処理及び環境技術管理のスキル向上 
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産業廃棄物処理における施策の基本方針と内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

廃棄物の排出抑制 

 

A.多量排出事業者の排出抑制 

B.環境マネジメントシステムの導入 

○多量排出事業者に対する処理計画の作成と計画実施時の指導の徹底 

○排出抑制のための情報提供の実施 

○事業者のエコアクション 21や相互認証された環境マネジメントシステム（EMS）などの導入の推奨・支援 

循環利用の推進 

D.各種リサイクル法に基づく取組み 

 

○「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境負荷の少ない製品の購入・調達 

○市町村、事業者へのリサイクル製品購入の促進 

 

E.グリーン購入・グリーン調達 

○公共工事から排出される産業廃棄物の再生利用の継続と民間事業への普及拡大 

○循環利用可能な品目の拡大の促進 

○「高知県リサイクル製品等認定制度」の普及 

○認定製品や認定エコショップ、環境配慮型事業所の PR 
F.高知県リサイクル製品等認定制度の利用 

N.産業廃棄物の域内処理 

○民間主導による施設整備の促進 

○必要な処理能力を確保するための公共関与を含めた施設整備の検討 

○廃棄物処理法及び高知県産業廃棄物処理指導要綱に基づく施設整備の指導 

 

O.環境への負荷の低減 ○産業廃棄物処理施設の設置及び改良時における温室効果ガス排出抑制対策の指導 

○産業廃棄物処理施設・最終処分場のダイオキシン類等有害物質の排出状況の監視、指導 

 

G.廃棄物の利用 

○産業廃棄物の排出・処理状況に関する情報の提供 

廃棄物の適正処理の推進 

I.産業廃棄物の適正処理 

J.特別管理産業廃棄物等の適正処理 

K.優良な処理事業者の育成と情報の提供 

○排出事業者及び処理事業者に対する適正処理の指導 

○PCB廃棄物の適正な保管と早期処理の推進 

○廃石膏ボード、鉱さい、燃え殻の再生利用の促進 

○特定有害産業廃棄物の適正な取扱いと処理処分に対する助言・指導 

 

 

環境に対する意識の醸成 

廃棄物の処理施設の整備 

P.県民の理解と協力 

1.3Rの推進 

(1)2Rの推進 

(2)リサイクルの推進 

 

2.適正処理の推進 

(1)適正処理体制の構築 

(2)不適正処理の防止 

産業廃棄物処理の課題 

C.グリーン ICTの活用促進 ○ICT（情報通信技術）の活用によるペーパレス化による廃棄物の排出抑制を促進 

H.リサイクル技術の研究開発 ○廃棄物の再生利用技術の開発に関する情報提供 

○「優良産廃処理業者認定制度」の普及と排出事業者に対する優良な処理事業者の周知 

M.不法投棄等不適正処理の防止 
○不適正処理の未然防止のための啓発及び早期対処のため、廃棄物監視員によるパトロールの継続 

○不適正処理に対する行政処分 

○事業者への立入検査の実施 

L.マニフェスト制度の普及 
○マニフェスト制度の普及、交付状況報告の徹底 

○電子マニフェストの利用促進による排出事業者の負担軽減と処理の透明性確保 

○木質バイオマス発電から生じる燃焼灰等の有効活用等、マテリアルリサイクルに関する情報提供 

○廃棄物の焼却による熱エネルギーの有効活用等、サーマルリサイクルの情報提供 

○廃棄物に関する講習会を通じて、排出抑制や適正処理の励行を促進 Q.事業者のコンプライアンスの向上 

施策の内容 基 本 方 針 

3.意識改革の推進 
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第 6章 計画を円滑に推進するための役割 

 

循環型社会を構築するため、県民、排出事業者、処理事業者、市町村及び県がそれぞれ次の

役割に応じて行動することが求められます。 

 

表 6-1-1 関係者と県の役割 

主  体 求められる役割 

県  民 

◯廃棄物の発生の少ない商品や繰り返し使用できる商品の選択に努める。 

◯長期間利用、食べきり・使い切り等による一般廃棄物の排出抑制に努める。 

◯分別・リサイクルを行い、市町村等による循環的利用の取組みに協力する。 

排出事業者 

◯原材料の選択や製造・輸送工程の工夫等、不要品の有効利用により、廃棄物の排出抑

制に努める。 

◯再生利用による減量、廃棄物処理事業者への処理委託等により、廃棄物の循環的利用

に努める。 

◯法令を遵守するとともに廃棄物の適正な処理の確保に努める。 

処理事業者 

◯法令を遵守するとともに生活環境の保全に配慮し、安全で適正な処理施設の設置・運

営に努める。 

◯施設や処理情報等の公開により、住民への信頼の確保に努める。 

◯講習等を通じて知識や処理技術の向上に努める。 

市町村 

◯普及啓発や情報提供、環境教育等により住民の自主的な取組の促進に努める。 

◯分別収集の推進及び再生利用により、一般廃棄物の適正な循環的利用に努める。 

◯一般廃棄物の適正な処理の確保に努める。 

◯小売業者に引取義務のない廃家電や使用済小型家電等の回収体制の構築や住民への

普及啓発・周知徹底を行うよう努める。 

◯適正かつ円滑・迅速な災害廃棄物の処理に努める。 

県 

◯市町村への技術的助言や関係機関との調整に努める。 

◯市町村等職員の人材育成に努める。 

◯事業者への指導監督に努める。 

◯民間による処理体制確保を基本としつつ、必要な処理能力の確保に努める。 

◯県内における災害廃棄物の処理体制の構築に努める。 
  


